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規 則

北海道地球温暖化防止対策条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１４号

北海道地球温暖化防止対策条例施行規則の一部を改正する規則
北海道地球温暖化防止対策条例施行規則（平成２１年北海道規則第１０５号）の一部を次のよ
うに改正する。

第２６条第１項中「並びに第２５条第１項第１号及び第２号の規定並びに同条第２項から第４

項まで、第２６条及び第２７条」を「及び第２５条から第２７条まで」に改め、「（第２５条第１項第

１号又は第２号に掲げる行為をしようとする者が提出する建築物環境配慮計画に係る部分に

限る。）」を削る。

附 則

１ この規則は、平成２２年４月２２日から施行する。

２ この規則による改正後の北海道地球温暖化防止対策条例施行規則第２６条第１項の規定は、

この規則の施行の日以後に北海道地球温暖化防止対策条例（平成２１年北海道条例第５７号）

第２５条第１項第３号から第５号までに掲げる行為をする者について適用し、同日前にこれ

らの行為をした者については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第２０１号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の予防のための検査を受

けることを命ずる。

平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 実 施 の 目 的

牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
恵 庭 市 平成２２年５月６日から７月２３日まで
共 和 町 同 ４月１日から５月７日まで
岩 内 町 同 ４月５日から５月２１日まで
ニ セ コ 町 同 ４月１２日から５月２８日まで
愛 別 町 同 ４月５日から６月１１日まで
上 川 町 同
名 寄 市 同
斜 里 町 同 ５月２４日から８月６日まで
興 部 町 同 ８月１６日から１１月５日まで
北 見 市 同 ４月１日から６月４日まで
網 走 市 同 ４月２６日から７月３０日まで
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伊 達 市 平成２２年４月１日から８月３１日まで

室 蘭 市 同

新 ひ だ か 町 同 ６月２８日から１０月１５日まで

上 士 幌 町 同 ４月１日から１０月３０日まで

清 水 町 同 ４月２３日から７月１日まで

本 別 町 同 ５月７日から７月９日まで

中 札 内 村 同 ５月１７日から７月１６日まで

弟 子 屈 町 同 ４月１日から７月３０日まで

釧 路 市 同 ４月１９日から８月２０日まで

別 海 町 同 ４月１日から１１月３０日まで

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で搾乳の用に供する雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び牛の

ヨーネ病の予防のための検査については、家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のま

ん延防止のための措置を講じている農場に飼養されているものを除く。

� 実 施 の 方 法

ア 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

イ 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方

法による。

２� 実 施 の 目 的

牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
恵 庭 市 平成２２年５月６日から７月２３日まで
八 雲 町 同 ５月１０日から７月９日まで
上 川 町 同 ４月５日から６月１１日まで
名 寄 市 同
津 別 町 同 ４月１２日から８月６日まで
斜 里 町 同 ５月２４日から８月６日まで
小 清 水 町 同 ４月１２日から８月６日まで
訓 子 府 町 同
湧 別 町 同
興 部 町 同 ８月１６日から１１月５日まで
雄 武 町 同 ４月１２日から８月６日まで
北 見 市 同

根 室 市 同 ６月１日から９月３０日まで
別 海 町 同
中 標 津 町 同
標 津 町 同

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で種付けの用に供する雄牛。ただし、牛のヨーネ病の予防のための検
査については、家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防止のための措置を講
じている農場に飼養されているものを除く。

� 実 施 の 方 法
ア 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
イ 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方
法による。

北海道告示第２０２号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の所有者に対し、当該牛について、牛の結核病の予防のための検査を受けることを命ずる。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 実 施 の 目 的

牛の結核病の発生予防のため
� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
七 飯 町 平成２２年４月１日から６月１８日まで
森 町 同 ５月６日から７月２日まで
三 笠 市 同 ５月６日から８月１３日まで
美 唄 市 同
赤 平 市 同
妹 背 牛 町 同
沼 田 町 同
鷹 栖 町 同 ６月７日から８月２７日まで
東 神 楽 町 同
比 布 町 同
音 威 子 府 村 同
占 冠 村 同
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豊 富 町 平成２２年４月１日から６月２５日まで
美 幌 町 同 ５月３１日から８月２０日まで
清 里 町 同 ５月１０日から７月３０日まで
佐 呂 間 町 同 ８月３０日から１１月２６日まで
遠 軽 町 同 ４月５日から７月１６日まで
大 空 町 同 ４月２日から６月１１日まで
豊 浦 町 同 ４月１日から８月３１日まで
厚 真 町 同
苫 小 牧 市 同
鹿 追 町 同 ４月１日から５月２８日まで
広 尾 町 同 ４月２６日から７月９日まで
浦 幌 町 同 ８月９日から１０月８日まで
白 糠 町 同 ５月１０日から７月９日まで
中 標 津 町 同 ４月１日から１０月２９日まで
標 津 町 同
羅 臼 町 同

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で搾乳の用に供する雌牛。ただし、生後２４か月未満のものを除く。

� 実 施 の 方 法
ア 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
イ 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方
法による。

２� 実 施 の 目 的
牛の結核病の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
七 飯 町 平成２２年４月１日から６月１８日まで
森 町 同 ５月６日から７月２日まで
津 別 町 同 ４月１２日から８月６日まで
斜 里 町 同 ５月２４日から８月６日まで
小 清 水 町 同 ４月１２日から８月６日まで
訓 子 府 町 同
湧 別 町 同
興 部 町 同 ８月１６日から１１月５日まで

雄 武 町 同 ４月１２日から８月６日まで
北 見 市 同

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で種付けの用に供する雄牛

� 実 施 の 方 法
ア 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
イ 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方
法による。

北海道告示第２０３号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず
る。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
牛のヨーネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
岩 内 町 平成２２年４月５日から５月２１日まで
愛 別 町 同 ４月５日から６月１１日まで
上 川 町 同
名 寄 市 同
斜 里 町 同 ５月２４日から８月６日まで
興 部 町 同 ８月１６日から１１月５日まで
北 見 市 同 ４月１日から６月４日まで
網 走 市 同 ４月２６日から７月３０日まで
洞 爺 湖 町 同 ４月１日から平成２３年２月２５日まで
新 ひ だ か 町 同 ６月２８日から１０月１５日まで
豊 頃 町 同 ５月２４日から７月２３日まで
陸 別 町 同 ５月３１日から７月３０日まで
新 得 町 同 ８月１２日から１０月８日まで
弟 子 屈 町 同 ４月１日から７月３０日まで
釧 路 市 同 ４月１９日から８月２０日まで
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別 海 町 平成２２年４月１日から１１月３０日まで
３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び家畜
伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防止対策を講じている農場に飼養されている
ものを除く。
４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法
による。

北海道告示第２０４号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
馬の所有者に対し、当該馬について、馬伝染性貧血の予防のための検査を受けることを命ず
る。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 実 施 の 目 的

馬伝染性貧血の発生予防のため
� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
札 幌 市 平成２２年４月１２日から５月７日まで
森 町 同 ５月２４日から７月２３日まで
鹿 部 町 同 ５月１７日から７月１６日まで
旭 川 市 同 ５月２４日から７月９日まで
小 清 水 町 同 ５月３１日から８月２７日まで
置 戸 町 同
湧 別 町 同
北 見 市 同
豊 浦 町 同 ４月１日から９月３０日まで
白 老 町 同
伊 達 市 同
音 更 町 同
士 幌 町 同
上 士 幌 町 同

鹿 追 町 同
新 得 町 同
清 水 町 同
中 札 内 村 同
芽 室 町 同
更 別 村 同
大 樹 町 同
広 尾 町 同
幕 別 町 同
池 田 町 同
豊 頃 町 同
本 別 町 同
足 寄 町 同
陸 別 町 同
浦 幌 町 同
帯 広 市 同
根 室 市 同 ６月１日から９月３０日まで
別 海 町 同 ４月１日から９月３０日まで
中 標 津 町 同 ６月１日から９月３０日まで
標 津 町 同

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄馬。ただし、
生後１８０日未満のものを除く。

� 実 施 の 方 法
ア 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
イ 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方
法による。

２� 実 施 の 目 的
馬伝染性貧血の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
札 幌 市 平成２２年４月１２日から５月７日まで
森 町 同 ５月２４日から７月２３日まで
鹿 部 町 同 ５月１７日から７月１６日まで
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共 和 町 平成２２年４月１２日から５月２８日まで
岩 内 町 同
倶 知 安 町 同 ５月１７日から６月２５日まで
蘭 越 町 同
岩 見 沢 市 同 ４月５日から７月３０日まで
新 十 津 川 町 同
雨 竜 町 同
旭 川 市 同 ５月２４日から７月９日まで
小 清 水 町 同 ５月３１日から８月２７日まで
置 戸 町 同
湧 別 町 同
北 見 市 同
豊 浦 町 同 ４月１日から９月３０日まで
白 老 町 同
伊 達 市 同
苫 小 牧 市 同
日 高 町 同 ４月１日から７月１６日まで
浦 河 町 同
様 似 町 同
釧 路 町 同 ５月１０日から８月１６日まで
標 茶 町 同 ５月１７日から８月２３日まで
別 海 町 同 ４月１日から９月３０日まで

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で飼育している馬。ただし、生後１８０日未満のもの、種付けの用に供
し、又は供する目的で飼育している雄馬、家畜伝染病予防法第１３条第１項の届出をして
いるもの及び家畜防疫員が疾病その他の事由により検査を受けることが困難と認めたも
のを除く。

� 実 施 の 方 法
ア 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
イ 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方
法による。

北海道告示第２０５号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
鶏の所有者に対し、当該鶏について、家きんサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。）の予防

のための検査を受けることを命ずる。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
家きんサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。）の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
岩 見 沢 市 平成２２年４月５日から８月３１日まで
由 仁 町 同
北 見 市 同 ４月１日から８月３１日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施の区域内で飼育する種鶏、種鶏候補鶏及びこれらと同一鶏舎に飼育する鶏

４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、全血を用いるひな白痢急速凝集反応法による。

北海道告示第２０６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２２年３月１０日、石
狩花畔土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２０７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 古宇郡神恵内村大字珊内村２５２（次の図に示す部分に限

る。）、２３７
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志支庁産
業振興部林務課及び神恵内村役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２０８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 厚岸郡浜中町丸山散布１丁目８３（次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課及び浜中町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２０９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

松前郡松前町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産

業振興部林務課及び松前町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業

要件を変更する。

平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 霧害の防備

３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

� 立 木 の 伐 採 の 方 法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産

業振興部林務課及び厚岸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規定による保

安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条

の規定により、その通知の内容を弟子屈町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２２年

北海道告示第１４９号のとおりである。

平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

所在が不分明な者

川上郡弟子屈町字奥オソツベツ原野１９所在の森林について所有権を有する

船 木 貞 男
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北海道告示第２１２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の２の規定によ
る保安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第
１８９条の規定により、その通知の内容を新ひだか町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、
平成２２年北海道告示第１３９号のとおりである。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
日高郡新ひだか町字三石川上４１９の８９所在の森林について所有権を有する

市 岡 栄 吉

北海道告示第２１３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日
道道 北 檜 山 大 成 線 久遠郡せたな町北檜山区共和１３０番４地先から 平成２２．３．２４
北海道函館土木現業所 同郡せたな町北檜山区太櫓１番２地先まで
道道 大 野 上 磯 線 北斗市南大野１９９番１地先から同市南大野１７８

番１地先まで
平成２２．３．１９

北海道函館土木現業所
道道 帯 広 浦 幌 線 河東郡音更町木野大通東１２丁目３番８地先か

ら同郡音更町字宝来北２条４丁目１番１６地先
まで

平成２２．３．２０ 正午
北海道帯広土木現業所

道道 居 辺 本 別 線 中川郡本別町押帯４８６番２地先から同郡本別町
押帯４７７番６地先まで

平成２２．３．１９
北海道帯広土木現業所
道道 別 海 厚 岸 線 厚岸郡浜中町琵琶瀬７１９番地先から同郡浜中町

琵琶瀬７１９番地先まで
同

北海道釧路土木現業所
道道 上 風 蓮 大 別 線 厚岸郡浜中町西円朱別西１７線３３番２地先から

同郡浜中町西円朱別西１７線３３番１地先まで
同

北海道釧路土木現業所
厚岸郡浜中町西円朱別西１７線２１番地先から同
郡浜中町西円朱別西１７線１１番地先まで

同

厚岸郡浜中町西円朱別西１７線７番地先から同
郡浜中町西円朱別西１７線３番地先まで

同

道道 中 標 津 標 茶 線 野付郡別海町泉川５番３地先から同郡別海町
泉川５番３地先まで

同
北海道釧路土木現業所

道道 釧路鶴居弟子屈線 川上郡標茶町字ヌマオロ原野東一線９３番６地
先から同郡標茶町字ヌマオロ原野４６番１０地先
まで

同
北海道釧路土木現業所

道道 屈斜路摩周湖畔線 川上郡弟子屈町字美留和１番２９３地先から同郡
弟子屈町字美留和１番１地先まで

同
北海道釧路土木現業所

道道 厚 岸 標 茶 線 川上郡標茶町字中チャンベツ原野基線３１番２
地先から同郡標茶町字中チャンベツ原野基線
３５番１１地先まで

同
北海道釧路土木現業所

北海道告示第２１４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変

更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道帯広土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１９日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道

２ 路 線 名 忠別清水線

３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間

上川郡新得町字トムラウシ国有林（東大雪）１１７９ 前 ９．００�から ２，５７４．８２� ――林班り１小班地先から １７．７０�まで
同郡新得町字トムラウシ国有林（東大雪）１１７７林 後 ９．００�から ２，６１２．４７� ――班い３小班まで ４２．５０�まで

道 企 業 管 理 規 程

北海道工業用水道事業電気工作物保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２２年３月１９日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄

北海道企業管理規程第１号

北海道工業用水道事業電気工作物保安規程の一部を改正する規程

北海道工業用水道事業電気工作物保安規程（昭和６１年北海道企業管理規程第３号）の一部

を次のように改正する。

第５条第１項の表石狩湾新港地域工業用水道管理事務所の項中「所長」の次に「、次長」
を加え、同表建設事務所の項を削る。
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別表第１を次のように改める。
別表第１（第４条関係）

公営企業管理者

室 蘭 地 区 工 業 用 水 道 管 理 事 務 所
企 業 局

電気主任技術者

組 織 及 び 業 務 分 掌

室 蘭 地 区 工 業 用 水 道 鷲 別 ポ ン プ 場

苫小牧地区工業用水道管理事務所（第一施設）

苫小牧地区工業用水道管理事務所（第二施設）

電気主任技術者

電気主任技術者

保安教育及び訓練の総括に関すること。総 務 課

工業用水道課

石狩湾新港地域工業用水道管理事務所

１ 工業用水道建設工事の設計及び施工に関すること。
２ 保安教育及び訓練の実施に関すること。

１ 工業用水道施設の工事、維持及び運用の総括に関す
ること。
２ 工業用水道の開発計画及び建設工事に関すること。
３ 保安教育及び訓練の実施に関すること。

別表第２管理事務所建設事務所の項中「管理事務所建設事務所」を「管理事務所」に改め、
「又は建設事務所」を削る。

附 則

この規程は、平成２２年３月１９日から施行する。

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第１２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２２年３月１９日

北海道教育庁網走教育局長 森 徳 男
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータ 一式 １３台

２ 落札を決定した日
平成２２年３月９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社オフィスワン
� 住 所 網走市新町１丁目１番８号
４ 落札金額
１，６８０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年２月１２日付け北海道教育庁網走教育局告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
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� 名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第２２号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定に基づき、平成２１年１２月１３日執
行の恵庭市北海道議会議員補欠選挙に関し、候補者の出納責任者から提出のあった同法第
１８９条第１項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨を別冊のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び石狩支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成２２年３月１９日

北海道選挙管理委員会委員長 永 井 利 幸
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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